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事務局：

(注1)必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。

(注2)公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第４２条第１項
に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。
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［これらに対し部局長が講じた措置］
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別紙のとおり。 別紙のとおり。

なし。

なし。



                          
別 紙 

委員からの意見・質問、それに対する回答等 

意 見・質 問 回 答 等 

 

＜工事編＞ 

 

 

 

（浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路原

形復旧工事） 

 

 

 辞退した理由は何か。 

 

別の技術者に変更することはできないのか。 

 

 

不測の事態が発生した場合はどうか。 

 

 

４月末までに水田を返還しなければならないと

いうことだが、工期が７月まである理由は。 

 

 

 

金額が小さいから人気がなかったということは

あるのか。 

 

技術者が別件工事と重複したためである。 

 

申請時点で提出された技術者から変更すること

はできない。 

 

契約後に不測の事態が発生し、真にやむを得な

い場合は変更可能である。 

 

水田については、農作業が始まる前の４月末ま

でに返還する。 

その後に農繁期を外し、５月末から６月にかけ

て管理用道路の補修工事を行うためである。 

 

工事規模の要因もあるかと思われるが、周辺の

営農作業の支障にならないよう道路の復旧期間を

調整するなど、あまり効率的に仕事ができないと

いうことも理由と考えられる。 

 

 

（和賀中央農業水利事業 石羽根取水口除塵機付

帯設備（その２）工事） 

 

 

 

契約額の半分は変更追加した金具の変形を修理

するものであり、別契約する工事とも考えられる

が、別途に契約するのも手間がかかるということ

で変更したということか。 

金具の変形をこのまま放置すると、施設の重大

な破損を引き起こすおそれがあるため、急いで直

す必要があったためである。 

 



                          
関連工事であり、請負業者が当初施工した業者

と同一であるため契約内容を変更し、対応したと

いうことか。 

 

これは付帯工事であるが、本体工事も当該工事

受注者が請負ったのか。 

 

本体工事を施工し、現場事情に詳しい当該工事

受注者と契約するのが合理的と思うが、見積りを

行い最低価格の者と契約したということか。 

 

現場状況を知っているから低価格を提示できた

のか。 

 

付帯工事において、本体工事の請負者とは別の

会社が最低価格を提示したらその会社と契約する

のか。 

 

この追加工事は、発注時にはわからなかったの

か。 

 

然り。 

 

 

 

然り。 

 

 

然り。 

 

 

 

そういうことも考えられる。 

 

 

然り。 

 

 

 

設備は動いており、変形には気づかなかった。 

 

 

 

＜測量・建設コンサルタント等業務編＞ 

 

 

 

（岩手山麓農業水利事業 南北分水工管理棟建築

積算参考資料作成業務） 

 

 

履行確実性について、業務ごとにどのような点

を確認するのか。 

 

実態として、一級建築士が確保できないため、入

札者が少ないということか。 

 

 

 

 

測量・建設コンサルタント等業務の入札に参加

する業者は、一般的に一級建築士を保有している

業者は少ないのか。 

履行確実性について、業務ごとに確認項目は変

わらない。 

 

農政局の発注業務に係る構造物は、ほとんどが

土木構造物で、技術者として農業土木部門の技術

士等を求めるのが圧倒的に多い。 

おそらく農政局に資格登録している業者は、一

級建築士の保有数が少ない。 

 

自社で一級建築士を保有し、なおかつ、1 つの業

務に長期間拘束できる業者は少ないと想定してい

る。 



                          
 

一級建築士を外注できないのか。 

 

 

一級建築士を保有していれば有利ということが

あるのか。 

 

積算参考資料の作成を行うのに10か月間拘束す

るということか。 

 

一級建築士はそれなりにいると思うが、応札す

る側としてはそこに長期間従事するというのを嫌

がったということか。 

 

この業務の管理監督をしていても、ほかの仕事

をしても問題ないか。 

 

 

今回は管理技術者として求めているため、自社

で賄う必要がある。 

 

あるとは思う。 

 

 

然り。 

 

 

然り。 

 

 

 

然り。 

 

 

（令和７年度国営造成施設総合水利調整管理事業 

浪岡川地区他流量調査業務） 

 

 

 

 

 

流量を調査する必要性と調査方法を教えてほし

い。 

 

 

 

 

 

 

農業の観点からするとこの時期にこれぐらいの

水が必要になるということを調査すると思うが、

この調査はそれとは直接関係ないということか。 

 

 

 

この河川における計測装置は大体どれぐらいす

るのか。 

 

落札した者は他の入札者と比べて低価格である

が、これは農政局の仕事を今まで受注したことが

 河川管理者との協議で継続して流量を調査し、

毎年の許可申請の際に説明してほしいとの依頼に

よる。 

調査方法は、河川断面を測量により求め、流速と

河川断面の測定データから関係式を作成する。そ

の上で、河川に水位計を設置し、水位から流量を推

定する。 

 

農業でかんがい期にこれぐらいの量が必要にな

るということは把握している。一方、河川に水がな

いと農業用水として取水できない。そのため、河川

に水があることを調査し、河川管理者に示さなけ

ればならない。 

 

大体 50 万円ぐらいかと思う。 

 

 

そうとも考えられる。 

 



                          
ないので、今回頑張ってかなり安くしたと推測さ

れるがどうか。 

 

技術力については、基準を満たしているという

評価なのか。 

 

不当にダンピングしているとか、本来このぐら

いかかるので、この価格はおかしいとか。そういう

想定はできるのか。 

 

 

 

流量を調査してこれはダメとなれば、この河川

からの取水を止め、他のところから取水しようと

いう判断になるのか。 

 

今後農政局の仕事が増えればと考えて入札した

のではとあったがどうか。 

 

 

 

 

 

競争参加資格要件は満たしており、計測して報

告するという業務なので、高度な技術は必要ない。 

 

どこまで自社で行っているか不明なので、一概

にダンピングの懸念があるとはいえない。また、調

査機器が減価償却していればその分の費用は必要

ない。また、当該業者は地元の業者で移動等に係る

費用も加味されたとも考えられる。 

 

他から新規に取水することは簡単にはできない

ため、他から取水することは稀。 

 

 

農政局側に知ってもらうことが大事と考えてい

るのではないか。また、農政局の実績がなければ参

考見積りの依頼もないことを踏まえて応札したも

のと推察される。 

 

 

＜物品・役務編＞ 

 

 

 

（令和７年度東北農政局秋田県内健康診断業務

(単価契約)） 

 

 

落札率が 100％であるのは、どのような理由か。 

 

 

 

 

個人の健康診断では４万円程度かかっている

が、一人当たりの単価が１万円前後で非常に安い

と感じる。どのような理由か。 

 国では、健康診断の単価がわからないため、参考

見積りを依頼し、それを参考に予定価格を算出し

ているが、本件では入札参加者以外から参考見積

りをいただけなかったためである。 

 

一般の健康診断より安価である理由は、健康診

断専門の機関からの応札であり、また、スケールメ

リットもあると考える。 

 

 

（令和７年度文房具用品類等の購入単価契約） 

 

 



                          
通常購入するより安くなっているのは、スケー

ルメリットが理由か。 

 

物品、役務だと非常に低価格で入札する者があ

ったりするケースがあるが、そのようでない理由

はあるのか。 

 

然り。 

 

 

文房具であるので、仕入れ額はほぼ変わらず、大

きな単価の変動は生じにくいものと考えられる。 

 

 

 


